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光のルネサンス（ウォールタペストリー：大阪府立中之島図書館） 

◆ 退職後の健康保険について 

◆ 扶養状況に変更はありませんか？ 

◆ シリーズ 短期給付のツボ！～療養費①～ 

◆ 整骨院等での施術内容を教えてください！ 

◆ 確定申告を行うために・・・ 

◆ 融資あっせん制度のご案内 

◆ ジェネリック医薬品ってご存知ですか？・・・ 

◆ 特定健診・保健指導　平成20年度の結果より 

◆ 生活習慣病を予防する食生活～糖尿病予防を中心に～ 

◆ 健康づくりのための運動 

◆ あなたの体力は？運動時の血圧上昇、 

　 心臓への負担が気になりませんか？ 

◆ こんにちは！健康相談室です 

◆ ストップ・ザ「飲酒運転」！！ 
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　都心を流れる川に囲まれ、四季折々の花や緑、歴史文化にあふれる中之島において毎年開催
しております『OSAKA光のルネサンス』。大阪の冬の風物詩として定着し、昨年は138万人余
りのご来場者を記録しました。 
　今年は、開催会場といたしまして人気の大阪市庁舎から中央公会堂周辺のエリアを「中央会場」、中之島公園（バラ園・剣先）エリアを「東会
場」、そして昨年から開催エリアを拡大しご好評を得ました中之島西部の「西会場」と、ほぼ中之島全体にスケールアップし、様々な新しく魅力
的な企画で皆さまのご来場をお待ちしております。 
開催日程：2009年12月1日（火）～12月25日（金）　　メインパフォーマンス：12月12日（土）～12月25日（金）　　　時　間：17：00～22：00 
場　　所：大阪市北区中之島一帯、大阪市庁舎前、みおつくしプロムナード周辺、大阪市中央公会堂～中之島公園（バラ園・剣先） 

大阪市立科学館北側公共広場 
U　R　L：http://www.hikari -renaissance.com　　お問合せ：大阪市総合コールセンター　TEL：4301－7285
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退職後の健康保険について 
　退職すると当共済組合の組合員資格は喪失します。 

　その後の健康保険については、次のいずれかから、組合員ご自身が選択することとなります。 

 

◎ 退職日の翌日から再就職する場合 

　退職日の翌日から再就職される方で、再就職先で健康保険に加入できる場合は、再就職先の

健康保険にご加入ください。 

 

◎ 退職日の翌日から再就職しない場合 

① 任意継続組合員 

　次の資格要件を満たす場合、退職後も引き続き任意継続の掛金を納めることにより、原則

として２年間に限り、引き続き当共済組合の組合員資格を継続することができます。  

　申請方法等については、次のページをご覧ください。 

　なお、３月末退職者の任意継続の申請方法につきましては、対象の組合員に対して通知を

させていただきますので、ご参照ください。 

《任意継続の資格要件》 

　１、本市に就職してから退職の日の前日までに１年以上の組合員資格があること。 

　２、退職の日から起算して、20日以内に任意継続を希望する旨を当共済組合に申し 

　　　出ること。 

　３、初めて払い込むべき任意継続掛金を払込期日までに払い込むこと。 

 

② 家族の加入している健康保険などの被扶養者 

　配偶者や他の親族などの加入している健康保険の被扶養者になることもできます。 

　ただし、収入限度額などの被扶養者となる条件が異なりますので、あらかじめ家族の加入

している健康保険組合などに確認してください。 

③ 国民健康保険への加入 

　 ①・②に加入しない場合は国民健康保険の被保険者となります。 

　保険料額や給付内容及び申請手続きなど、詳細については居住地の市区町村であらかじめ

確認してください。 

　なお、国民健康保険の加入申請をする場合は、「資格喪失証明書」が必要となることがあ

ります。 

　「資格喪失証明書」が必要な場合は、退職後であっても、各所属所（市長部局にあっては

総務事務センター）の共済組合事務担当まで申し出てください。 
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－ 任 意 継 続 に つ い て － 
１ 申請方法 

　「任意継続　資格取得申出書」をホームページ等から入手し、必要事項をご記入のうえ、
退職後、当共済組合まで持参してください。ただし、３月末の退職者に限っては、退職前に
事前申請（※）という方法で申請することができます。 
 
※事前申請とは、３月中に任意継続資格取得申出書とパンフレットが退職予定者全員に
各所属所（市長部局にあっては総務事務センター）から配布されますので、事前申請
希望者につきましては、当共済組合が指定する期日までに任意継続資格取得申出書を
各所属所（市長部局にあっては総務事務センター）を通して、当共済組合へ提出して
いただく方法です。この方法で申請されますと、当共済組合にお越しいただく必要は
ありません。 
４月１日以降に組合員証等・納付書・各種届出書を当共済組合から自宅へ郵送します。 

　 
　なお、当共済組合が指定する期日までに事前申請ができなかった場合は、４月１日から４月
19日の間に当共済組合に直接お越しいただくことで申請することができます。 
　また、４月１日から再就職される方、もしくは、再就職の予定のある方につきましては、任
意継続の事前申請をすると「再就職先の健康保険」と「任意継続」の両方に重複して加入する
こととなります。健康保険に重複して加入することはできませんので、再就職される方、もし
くは、再就職の予定のある方は「任意継続」を事前申請しないよう、ご注意ください。 
 
２ 当共済組合までお越しいただき、申請する際に必要なもの（事前申請しない場合） 

・ 印鑑（任意継続組合員資格取得申出書に押印していただいている場合は不要）　 
・ 組合員証及び被扶養者証　　 
・ 運転免許証等ご本人と確認できる書類（組合員証等を所属所に返納した場合に必要） 
 
３ 給付内容 

　一部を除いては、一般組合員と同じ内容の短期給付及び福祉事業を受けることができます。 
　支給対象外となる給付…傷病手当金・出産手当金・休業手当金・育児休業手当金・介護休業 
　　　　　　　　　　　　手当金 

（ただし、傷病手当金・出産手当金については、資格喪失後給付と
して支給される場合があります。） 

 
４ 資格喪失 

　次のいずれかに該当した場合は、任意継続組合員の資格は喪失します。 
①任意継続組合員の資格取得日から起算して２年を経過したとき。 
②死亡したとき。 
③任意継続掛金を払込期日までに納付しなかったとき。 
④再就職等により他の健康保険の被保険者等となったとき。 
⑤任意継続組合員でなくなる旨の申し出があった場合で、その申し出が受理された日の属す
る月の末日が到来したとき。 
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595,000

1,405 ,000

年 月  収入金額 今後1年間の収入合計金額 
1月 
2月 
3月 
4月 
5月 
6月 
7月 
8月 
9月 
10月 
11月 
12月 
1月 
2月 
3月 
4月 
5月 
6月 
7月 
8月 
9月 
10月 
11月 
12月 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

115,000 
105,000 
125,000 
130,000 
120,000 
115,000 
125,000 
135,000 
115,000 
125,000 
105,000 
110,000 
105,000 
125,000 
115,000 
120,000 
110,000

595,000（H20. 1.1～H20.12.31） 
710,000（H20. 2.1～H21. 1.31） 
835,000（H20. 3.1～H21. 2.28） 
970,000（H20. 4.1～H21. 3.31） 
1,085,000（H20. 5.1～H21. 4.30） 
1,210,000（H20. 6.1～H21. 5.31） 
1,315,000（H20. 7.1～H21. 6.30） 
1,425,000（H20. 8.1～H21. 7.31） 
1,415,000（H20. 9.1～H21. 8.31） 
1,435,000（H20.10.1～H21. 9.30） 
1,425,000（H20.11.1～H21.10.31） 
1,415,000（H20.12.1～H21.11.30） 
1,405,000（H21. 1.1～H21.12.31） 

平

成

20

年

 

平

成

21

年
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　Ａさんの収入合計金額は
平成20年７月以後、１年間
で130万円を超過している
から、平成20年７月１日に
遡って扶養を外す必要があ
るんじゃないですかねー？ 

　いやいや、Ａさんの収入
合計金額は平成20年７月以
後、１年間で130万円を超
過しているけど、Ａさんは
アルバイトを始めるまで無
職無収入の状態だったんだ
から、アルバイトを開始し
た平成20年８月１日に遡っ
て扶養を外す必要があると
思うよ。 

　そうなんですか！？Ａさん
の平成20年中の収入は合計
で595,000円だったから、平
成20年中は扶養を外す必要
はないんじゃないですか？ 
　平成 2 1年中の収入が
1,405,000円で収入限度額を
超えているから、年初の平
成21年１月１日に遡って扶
養を外す必要があると思う
んですけど…。 

　共済組合の扶養認定の年間収入限度額は「年間収入が130万円未満の方。ただし、障害年金受給者や
60歳以上の公的年金受給者は180万円未満の方。」となっています。今回はこの「年間収入」について
考えてみます。クイズ形式にしてみましたので、下記の事例を参考にご一読ください。 
 
◆　組合員と同居の子であるＡさんは、平成20年１月１日から被扶養者として認定を受けています。平
成20年８月１日からアルバイトを始め、現在も継続中です。収入は月によって異なりますが、毎月10
万円から13万円程度です。アルバイトを始めるまでは無職無収入でした。Ａさんの収入は以下のとお
りです。組合員はＡさんの扶養をいつから外すことになるでしょうか。 
　組合員が職場で相談したところ、３つの意見が返ってきました。次の３人のうち、正しい意見を言
っていると思う人を選んでみてください。 
 

正解は…Ｍ係長です。みなさんは誰の意見が正解だと思いましたか？ 

　扶養認定の要件である「年間収入」とは毎年１月１日から同年12月
31日までの収入をさしたものではありません。「日々、その時点での
就労形態等から判断される収入状況が仮に１年間継続した場合、年間
収入限度額を超過しないか」という見方をします。ということで、Ｓ
さんは不正解になります。 

Ｌくん 

Ｍ係長 

Ｓさん 
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　次に、Ａさんの今後１年間の収入をみると平成20年７月から、上限額の130万円を上回っていること
がわかります。しかし、平成20年７月時点ではAさんは就労しておらず、その状態が仮に１年間継続し
ても収入は０円であるため、平成20年７月１日に遡って扶養を外す必要はありません。よってこの事例
の場合、Ｌくんも不正解です。 
　アルバイトを始めたことで得られるＡさんの収入は、仮に１年間継続したとすると、平成20年８月１
日から年間収入限度額である130万円を超過することになります。従って、組合員は平成20年８月１日
から扶養を外す必要がありますので、Ｍ係長が正解となります。 

※　上記は一例ですので、すべての取り扱いに当てはまるものではありません。状況に変更が生じたと
きはそのつど各所属所（市長部局にあっては総務事務センター）の担当者までお問い合わせください。 

短期給付のツボ！ ～療養費①～ vol.2

　皆さんが医療機関で保険診療を受ける場合は、窓口で組合員証等を提示したうえで診療を受け、負担
割合に応じた金額（一般３割、小学校就学前２割、高齢者２割のところ平成22年３月31日までは１割）
を支払うことになっています。 
　しかし、次のような場合は、一旦全額（10割）を窓口で支払い、その後、各所属所（市長部局にあっ
ては総務事務センター）を通して当共済組合に療養費として請求してください。当共済組合がやむを得
ない事情と認めた場合に限り給付を受けられます。 
・コルセットや関節用装具などの治療用装具を装着した場合 
・国外への旅行中にケガや病気で診療を受けた場合 
・組合員証等の交付申請手続き中で手元に無いときなどの、やむを得ない事情により組合員証等が使
えない場合 
・柔道整復、はり、きゅう、あんま、マッサージの施術を受けた場合 
・骨髄移植のための骨髄液搬送代 
・輸血を受けた際の生血代など 
　療養費の給付額に関しては、窓口で支払った金額を、それぞれの支給基準に照らし、審査および算定
して当共済組合で決定します。 

◆今回は治療用装具について説明します。治療用装具とは？ 
　治療用装具とは、病気やケガによる傷病の治療のために必要があると保険医が認めたうえで、コ
ルセットや眼球摘出後眼窩保護のための義眼、関節用装具などを装具作成業者に作らせて患者に装
着させる場合の装具です。 
　そのため、眼鏡や補聴器、杖などの日常生活に使用するための装具、美容目的に使用するための
装具は対象となりません。 
　ただし、９歳未満の小児を対象とした弱視や斜視などの治療用眼鏡や、悪性腫瘍術後の四肢リン
パ浮腫治療に対して使用される弾性着衣（ストッキング、スリーブ、グローブ、包帯など）は療養
費の対象として認められています。 
　給付額については、購入に要した費用に基づき算定しますが、費用が基準を上回るような高価な
作りの装具の場合は基準額以上の算定はされません。 

◆療養費の請求はお早めに 
　療養費請求の時効は費用を支払った日（治療用装具を購入した場合は購入日。ただし、クレジッ
ト払いの場合は引き落とし日となります。）の翌日を起算日として２年です。支払いが済んだら忘
れず請求しましょう。 
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整骨院等での施術内容を教えてください！ 
病院と整骨院等の違い、ご存知ですか？ 
　ここ最近、街中で整骨院や接骨院等をよく見かけるようになりました。捻挫や打撲をした際、整骨院
等で施術を受けている方も多いのではないでしょうか？ 
　ところで、みなさんは病院と整骨院・接骨院等の違いをご存知ですか？ 
　同じように組合員証（健康保険証）等を提示して治療を受けているように見えて、実は大きな違いが
あるのです。一番の違いは、整骨院等でみなさんに施術を行う柔道整復師は、医師とは違うということ
です。そのため、保険適用で施術できる症状は次のものに限られています。 
 

○保険適用となる症状 
　・急性、亜急性で外傷性の捻挫、打撲、挫傷 
　・医師の同意のある脱臼、骨折（応急手当の場合を除く） 
 
○こんな場合は、保険適用になりません！ 
　・日常生活による疲れや肩こり、スポーツなどによる筋肉疲労や筋肉痛の場合 
　・「打撲」・「捻挫」・「挫傷」で同一部位の治療を外科・内科・整形外科等で受けな 
　　がら、同時に整骨院等にもかかっている場合 
　・打撲、捻挫が治った後の漫然とした施術、マッサージ代わりの利用の場合 
　・特に症状の改善のみられない長期にわたる漫然とした施術の場合 
　・仕事上や通勤途上におきた負傷の場合 

 
　また、医療費の請求方法も、病院と整骨院等では異なります。病院で保険診療を受けると、窓口での
負担は３割（高齢者２割のところ平成22年３月31日までは１割、小学校就学前２割）となりますが、整
骨院等の場合、本来は窓口では施術費用の全額を支払い、７割分の負担額については、後に「療養費」
として、組合員が共済組合に請求をする必要があります。しかし、整骨院等にかかる都度、共済組合に
療養費の請求をしていてはみなさんの負担が大きいため、現在、協定を結んでいる柔道整復師について
は、みなさんからの委任を受けて、柔道整復師がみなさんの代わりに共済組合から療養費を受け取る、
「受領委任払い」が広く利用されています。「受領委任払い」を利用することによって、みなさんが整
骨院等にかかった際、窓口での負担は３割ですむこととなります。 
 
○本来の療養費の支給 

 
 
 
 
 

○受領委任払いでの療養費の支給 
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○○整骨院 

○○整骨院 
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適正な給付にご協力を！ 
　さて、この「受領委任払い」により、共済組合は柔道整復師に療養費を支払っていますが、時には請
求内容に疑義があったり、一部の柔道整復師が不適正な請求を行ったりすることがあります。そのため、
当共済組合では、適正な給付を行うため、整骨院等にかかられた方に対して、照会文書を送付すること
があります。照会文書でみなさんにお答えいただいた内容は、柔道整復師からの請求書と照合し、内容
に相違がないかを確認するために利用しています。 
（照会文書の送付については一定の基準を設けており、整骨院等にかかった方全員に送付されるわけで
はありません。） 
　しかしながら、大部分の柔道整復師が適正に請求をしているのも事実です。みなさんの照会文書の回
答が得られなかったり、あいまいだと、適正な請求をしている柔道整復師に対しても、療養費の支払い
が遅れてしまうことがありますので、照会文書には、施術内容を正しく記載して必ず回答していただき
ますようお願いします。 
　適正な給付を行うため、みなさんのご協力をよろしくお願いします。 
 
　なお、照会文書の送付については、当共済組合が内容を把握したうえ、次の業者に委託しています。 
 

ガリバーインターナショナル株式会社　問合せＴＥＬ：06－6485－2000 
 
 
 
 
 
 

　一年間に医療にかかる負担が一定基準以上あった場合、確定申告を行うことで医療費控除を受ける
ことができます。組合員のみなさんの中にも、控除を受けられる方がいらっしゃるのではないでしょ
うか？ 
　今回は、当共済組合から発行している通知のうち、確定申告の参考資料として活用できるものを紹介
したいと思います。 
 
○どんな通知が確定申告に活用できますか？ 
　医療費控除を受ける際に必要な書類は、原則として、医療機関等で発行される領収書等です。
当共済組合から発行している通知等はあくまで参考資料として、領収書との照合等にご利用ください。 

当共済組合から発行している通知等 

　医療費のお知らせ 
　　………医療機関等で支払った負担額を、年４回に分けてお知らせしています。 
　給付金決定通知書兼支払通知書 
　　………高額療養費等の給付金の支給がある場合、その都度発行しています。 

※上記の通知は再発行ができませんので、手元に届きましたら大切に保管しておいてください。 

○確定申告の資料として、「保健給付証明書」は交付できますか？　 
　当共済組合からは、希望者に対して、給付金の額を証明する書類として「保健給付証明書」を
交付していますが、これは、地方自治体等に医療費の助成（乳幼児に対する助成や、障害をお持
ちの方に対する助成など）を申請する際に交付している証明書です。確定申告を目的としては交
付していませんので、ご注意ください。 

 
　なお、確定申告にかかる提出書類の詳細は最寄りの税務署にお問い合わせください。 

確定申告を行うために・・・ 
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ジェネリック医薬品ってご存知ですか？ 

融資あっせん制度のご案内  
　融資あっせん制度について、次のとおり内容を充実します。        
　組合員の皆様のライフプランの検討に是非ご活用ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　当共済組合ホームページにより、最新情報を提供します。      
　詳しくは、ホームページにアクセスのうえ、ご確認をお願いします。         

　　  
 
 
 
 
 
ジェネリック医薬品って何？ 

　医療機関で処方される薬（医療用医薬品）には、「新薬（先発医薬品）」と、ほぼ同じ成分・
ほぼ同じ効果で、価格の安い薬「ジェネリック医薬品（後発医薬品）」があります。 
　ジェネリック医薬品は、薬代の負担を軽くします。 
 
どうして安いの？ 

　新薬は、最初に開発・発売される薬で、特許期間中、独占的に
製造・販売することができます。その特許期間満了後に、厚生労
働省の承認のもとに発売される薬がジェネリック医薬品です。開
発期間が短く、開発コストも大幅に抑えられるため２割～７割の
価格に設定されています。 
 
効き目や、安全性は？ 

　ジェネリック医薬品の品質と有効性は、厚生労働省が定めた基準で先発医薬品とほぼ同等で
あることが確かめられています。 
 
どうすれば処方してもらえますか？ 

　全ての薬にジェネリック医薬品がある訳ではありませんが、ジェネリック医薬品を使うには
医師の処方が必要です。詳しくはかかりつけ医もしくは保険調剤薬局の薬剤師に相談してくだ
さい。 

協定金融機関では 

【新規融資及び借換えの場合】 

　・金利の優遇措置 

　・住宅ローン情報の提供 

　・住宅ローン相談会の開催 

　・住宅ローン・シミュレーションの提供 

※利用期間　平成21年12月10日～平成22年3月31日まで 

当共済組合では 

【現在共済貸付を利用中の組合員対象】 

　・共済貸付の借換え支援 

　　（司法書士費用の一部負担　上限50,000円まで） 

　 

※申込期間　平成21年12月10日～平成22年2月26日まで 
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広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 



広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 



●SSLに対応しない機種では表示できません。
https://www.kansaiurban.co.jp/m/omatome/携帯アドレス関西アーバン 検索

（平成21年9月末日現在）

おまとめローン
関西アーバン銀行の

●本商品のお申込にあたっては、当行および保証会社の審査がございます。審査の結果、ご希望にそえない場合もございますのであらかじめご了承ください。
なお、ご希望にそえなかった場合の理由については、ご回答できませんので、ご了承ください。●すでに当行でお借入いただいているローンのお借換にはご
利用いただけません。●ご提出いただいた書類はご返却いたしませんので、ご了承ください。●店頭やホームページで返済額を試算いたします。●詳しくは、
店頭もしくは当行ホームページに商品説明書をご用意いたしております。●金利等の条件は平成21年9月末日のものです。 ◎現在のお借入金利が利息制
限法の上限を上回る場合は、個々の契約によっては上回る部分の支払い利息が、返還されるケースがありますので、法律専門家へのご相談をお勧めします。

●ご返済方法／元利均等返済方式●ご返済日／毎月17日（銀行休業日の場合は翌営業日）●遅延損害金利率／貸出金利が年4.9%、年6.8%、年8.0%、年
9.0%、年12.0%の場合：年14.0%、貸出金利が年14.5%の場合：年14.5%●返済条件の変更には当行所定の手数料がかかります。●お使いみち／資金使途
自由（他金融機関借入分一本化資金可）但し、事業性資金は除く●事務取扱手数料／不動産担保型の場合、担保調査手数料として26,000円（消費税等込み）が
必要となります。（保証会社に不動産を担保としてご提供いただきます。）●担保として徴求できない物件がございますのであらかじめご了承ください。

借入金額

返済期間

借入金利

無担保型 不動産担保型
おまとめローン商品概要

①年6.8％　
③年12.0％　

②年8.0％　
④年14.5％　

①年4.9％
③年9.0％
⑤年14.5％　

②年6.8％
④年12.0％　

6ヵ月～7年 6ヵ月～25年

50万円～300万円 200万円～2,400万円

不動産担保
ロ ー ン

無 担 保
ロ ー ン

お借入金額 お借入
利率

年14.5%
年14.5%
年12.0%
年6.8%

7年
7年
12年
15年

万円の場合200
万円の場合300

※1

万円の場合500
万円の場合1,000

※1

円約88,800
円約65,700
円約57,100
円約38,100

毎月ご返済額
（元利均等返済額）

お借入
期間

「おまとめローン」の返済例

※1  平成21年8月末日現在の当行おまとめローンの平均的なご利用実績からの例です。

消費者
ローン

クレジ
ットカ

ード

カード
ローン

ローンは、銀行でまとめてぐーんとラクに。

大多数の実例では、既借入ローンの平均
金利より下がります。無担保型年6.8％～
年14.5%、不動産担保型年4.9%～年
14.5%。

金利負担がラク！2メリット

既お借入の消費者ローンを銀行借入に
一本化すると毎月の返済手続きは1回
だけとなります。

口座管理がラク！3メリット

借入期間等を変更し、収入に応じた無理
のない毎月返済となります。無担保型最
長7年、不動産担保型なら最長25年ま
で可能！ ※軽減されない場合もあります。

毎月返済がラク！※1メリット

※2 ※2

※2  審査によりお借入れ利率を決定いたします。

まずはお電話ください。平日／9：00→21：00　土／9：00→17：00

広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 



広告 （広告に関する責任は広告掲載者に帰属します。） 
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共済組合だより第61号 
平成21年12月発行 

 
大阪市職員共済組合 
大阪市北区中之島1-3-20 
（大阪市役所内） 

電話：庶　務　係  
 
　　　医療給付係  
　　　年金給付係  
　　　事　業　係  
 
URL：http://www.city-osaka-kyosai.or.jp/

○C  KAGAYA Studio

12月5日（土）より再上映が決定した、全天周映像「銀河鉄道の夜」 

――――――― ――――――― 

　日本では江戸時代が始まったばかりの1609年、イタリアの科学
者ガリレオ・ガリレイは望遠鏡を自作し、初めて天空に向けまし
た。今年はその天体観測から400年となることを記念した「世界
天文年2009」です。望遠鏡を発明したのはガリレオではありませ
んでしたが、それまで神の世界だった宇宙への扉を開き、近代天
文学に夜明けをもたらしたのは間違いなくガリレオです。 
　以来、天文観測機器は発展を続け、現代のガリレオたちが数々
の宇宙の謎に挑んでいます。 
　この企画展では、ガリレオが初めて行なった天体観測の結果を
まとめた「星界の報告」の貴重な初版本（1610年）を展示するほ
か、さまざまな資料や実験装置によって、天文学の発展の歴史と、
その成果としての最新の宇宙像を紹介します。 
 
開催期間　平成21年12月５日（土）～平成22年１月31日（日） 
場　　所　大阪市立科学館　展示場４階 
開館時間　９：30～16：45（入場は16：00まで） 
休 館 日　月曜日（1/11は開館）、祝日の翌日（12/24は開館） 

年末年始（12/28～1/4） 
観 覧 料　展示場観覧料が必要です。 
　　　　　大人400円　学生（高・大生）300円　中学生以下無料 
主　　催　大阪市立科学館、日本天文学会、 

世界天文年2009日本委員会、 
自然科学研究機構国立天文台、国立科学博物館、 
宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部 

日本天文学会創立100周年記念・世界天文年2009 

企画展「ガリレオの天体観測から400年 
宇宙の謎を解き明かす」 


